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問問合せ　申申込み

催し物などが中止や延期となる可能性があります。

いただくか、担当部署にお問い合わせください。

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
課
金
に

ご
注
意
！

　

子
ど
も
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

課
金
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て

い
ま
す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

・
保
護
者
の
ス
マ
ホ
な
ど
を
そ
の

ま
ま
子
ど
も
に
渡
さ
な
い
。

・
ペ
ア
レ
ン
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

利
用
す
る
。

・
利
用
前
に
キ
ャ
リ
ア
決
済
の
上

限
額
を
設
定
す
る
。

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
や
Ｉ

Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
の
管
理
は

し
っ
か
り
す
る
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
（２０）
３
０
１
５

（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
４
時
）

防
災
行
政
無
線
な
ど
を
用
い

た
情
報
伝
達
訓
練
の
実
施

　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃

な
ど
の
発
生
時
に
備
え
、
国

に
お
い
て
次
の
と
お
り
情
報

伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
訓
練
は
、
全
国
瞬
時

警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
）
を
用
い
た
訓
練
で
、
国

内
全
域
で
さ
ま
ざ
ま
な
手
段

を
用
い
て
情
報
伝
達
訓
練
が

行
わ
れ
ま
す
。

▼
日
時
＝
10
月
６
日
（水）
午
前

11
時
※
市
内
２
４
８
カ
所
に

設
置
し
て
あ
る
防
災
行
政
無

線
か
ら
、
一
斉
に
放
送
さ
れ

ま
す

▼
放
送
内
容
＝

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
」
×
３

「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う
さ
い
さ
の
で

す
」

下
り
チ
ャ
イ
ム
音

問
危
機
管
理
課
☎
（２０）
３
０
５
６

10
月
は
全
国
不
正
軽
油
撲
滅

強
化
月
間
で
す

　

毎
年
10
月
は
全
国
不
正
軽
油
撲

滅
強
化
月
間
で
す
。
不
正
軽
油
と

は
、
軽
油
引
取
税
の
脱
税
を
目
的

に
、
軽
油
代
替
燃
料
と
し
て
灯
油

や
重
油
を
混
和
す
る
な
ど
し
て
使

用
す
る
も
の
で
す
。
知
事
の
承
認

を
受
け
ず
に
自
動
車
の
燃
料
と
し

て
灯
油
や
重
油
な
ど
を
使
用
す
る

と
、
罰
則
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
不
正
軽
油
に
関

わ
っ
た
者
は
全
て
罰
則
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
栃
木
県
税
事
務
所
軽

油
引
取
税
調
査
担
当
「
不
正
軽
油

110
番
」
☎
０
２
８
２
（２３）
３
８
６
２

　
佐野市の行政改革　　　　　　　　　　    ■問合せ＝行政経営課 ☎（２０）３００５

　市では、「第４次佐野市行政改革大綱」に基づき「効率的な行政経営の推進」「持続可能な財政運営の推進」

「行政サービスの適正化」を基本方針とする行政改革に取り組みました。

　令和２年度の行政改革による財政効果額についてまとまりましたので、お知らせします。

令和２年度　財政効果額　２３億３, ２１５万１千円

　主な内訳は次のとおりです（財政効果 ＝ 歳入確保＋歳出削減＋市有施設に係る将来更新費用の縮減）。

歳入確保

２億７, ０１７万６千円

・ふるさと納税制度の促進
・市有財産の有効活用
・市税等収納対策の推進
・税外収入の未収金縮減

歳出削減

７億１, ５２８万１千円

・ファイリングシステムの維持管理
・農業集落排水の公共下水道への統合
・道路占用者との共同工事
・長時間労働の是正
・各団体などに対する支援の適正化

市有施設に係る将来更新費用の縮減

１３億４, ６６９万４千円
・市有施設の計画的な見直し
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

最新の情報は市ホームページをご覧

狩
猟
事
故
防
止
の
た
め
に

　

11
月
１
日
（月）
か
ら
令
和
４
年
３

月
15
日
（火）
ま
で
「
狩
猟
期
間
」
で

す
。
狩
猟
者
自
身
が
絶
対
に
事
故

を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

る
こ
と
が
第
一
で
す
が
、
ハ
イ
キ

ン
グ
な
ど
で
山
林
に
入
る
方
、
農

林
業
な
ど
に
従
事
さ
れ
る
方
も
次

の
こ
と
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

①
オ
レ
ン
ジ
色
な
ど
の
明
る
い
色

の
目
立
つ
服
装
を
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。
※
白
い
帽
子
、
白
い
タ
オ
ル

な
ど
は
、
シ
カ
に
間
違
え
ら
れ
る

色
で
す

②
鈴
、
ラ
ジ
オ
な
ど
で
自
分
の
存

在
を
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

③
銃
声
が
聞
こ
え
た
ら
近
寄
ら
な

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

④
林
道
な
ど
に
複
数
の
車
両
が
止

ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
近
く
で
狩

猟
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

⑤
「
わ
な
」
設
置
の
看
板
（
標
札
）

な
ど
が
あ
る
場
所
へ
は
近
寄
ら
な

い
で
く
だ
さ
い
。

問
農
山
村
振
興
課
☎
（６１）
１
１
６
３

住
所
変
更
の
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か

　

住
民
登
録
は
、
住
所
の
公
証
や

選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
ほ
か
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
、
国
民
健
康
保
険
、

国
民
年
金
、
介
護
保
険
、
児
童
手

当
な
ど
の
各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

登
録
の
内
容
が
実
態
と
異
な
っ

て
い
る
場
合
、
住
民
票
を
職
権
で

消
除
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
市
民
と

し
て
の
権
利
を
行
使
で
き
な
く

な
っ
た
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
住
所
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
市
民
課
届
出
証
明
係
☎
（２０）

３
０
１
６
、
田
沼
行
政
セ
ン
タ
ー

☎
（６１）
１
１
２
４
、
葛
生
行
政
セ
ン

タ
ー
☎
（８６）
４
７
１
３

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
空
き
家
相
談
会

　

空
き
家
の
管
理
、
活
用
、
相
続

な
ど
の
お
悩
み
に
つ
い
て
、
司
法

書
士
に
よ
る
相
談
会
を
実
施
し
ま

す
。

▼
日
時
＝
11
月
18
日
（木）
午
前
10
時

～
午
後
３
時
（
正
午
～
午
後
１
時

を
除
く
）
▼
会
場
＝
市
役
所
６
階

601
・
602
会
議
室

※
１
人
30
分
程
度
、
予
約
優
先

申
空
き
家
対
策
室
☎
（２０）
３
０
２
８

「マウントジーンズ那須ゴンドラ」
特別割引券のご案内
「マウントジーンズ那須ゴンドラ」
特別割引券のご案内

ゴンドラ
往復料金

【大人】
￥1,700 ￥900￥1,600 ￥850

【子供 / ペット】※子供 : 3 歳～小学生

【営業期間】2021年 9月 18日 (土 ) ～ 11月 7日 (日 )
【営業時間】8:30 ～ 15:00（下り最終 15:30）

※天候や外部環境の影響により予告なく営業期間・内容が変更になる場合があります。

※本券１枚で５名様まで有効
※他の割引・サービス券との併用不可。※チケットご購入時にご提示ください。

マウントジーンズ那須ゴンドラ
〒329-3223 栃木県那須郡那須町大字大島 TEL:0287-77-2300

深紅に染まる
秋の那須平原
深紅に染まる
秋の那須平原

QR

佐野市

スタッフ用 QR

　

市有施設適正配置　～第３４回　こどもクラブその３（子育て支援施設）～

■問合せ＝行政経営課 ☎（２０）３００５

　こどもクラブでは、昼間労働などにより保護者が家庭にいない小学生に対し、適切な遊びや生活

の場を与えて情緒を豊かにし、集団生活を通じて社会性と自主性を培っています。現在、本市には、

公立のこどもクラブが４６クラブ、民間の放課後児童クラブが１０クラブあります。公立クラブと

民間クラブでは、保育時間や内容が異なり、保護者のニーズに合わせてクラブの選択ができるよう

になっています。

　また、一部の公立クラブの運営を受

託している事業者は、市直営と同様の

条件で運営しながらも、民間事業者の

持つノウハウを十分に活用し、児童目

線での運営を行っており、今後も引き

続き民間活力のさらなる活用を進めて

いく予定です。

施設分類 運営方式 クラブ数

公立こどもクラブ
市直営 ３１

民間委託 １５

民間放課後児童クラブ

民営（市からの
運営委託あり）

７

民営（市からの
運営委託なし）

３




